
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
の

一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
八
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
八
―
一
八
―
二
八

人
事
院
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
八
―
一
八
（
採
用
試
験
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
採
用
試
験
の
種
類
ご
と
の
名
称
）

（
採
用
試
験
の
種
類
ご
と
の
名
称
）



第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

専
門
職
試
験
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号

３

専
門
職
試
験
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
専
門
職
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

に
規
定
す
る
専
門
職
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で

あ
る
採
用
試
験
の
種
類
ご
と
の
名
称
は
、
次
の
各
号
に

あ
る
採
用
試
験
の
種
類
ご
と
の
名
称
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
当
該
採
用
試
験
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

掲
げ
る
当
該
採
用
試
験
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
名
称
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
名
称
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

四

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第
二
条

す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第
二
条

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う
採
用

第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う
採
用

試
験

法
務
省
専
門
職
員
（
人
間
科
学
）
採
用
試
験

試
験

入
国
警
備
官
採
用
試
験

五

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

五

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定



す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第
二
条

す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第
二
条

第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う
採
用

第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う
採
用

試
験

入
国
警
備
官
採
用
試
験

試
験

法
務
省
専
門
職
員
（
人
間
科
学
）
採
用
試
験

六
～
十
四

（
略
）

六
～
十
四

（
略
）

十
五

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
に

（
新
設
）

規
定
す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第

二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う

採
用
試
験

海
上
保
安
官
採
用
試
験

十
六

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に

十
五

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
十
三
号
に

規
定
す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第

規
定
す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第

二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う

二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う

採
用
試
験

海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

採
用
試
験

海
上
保
安
大
学
校
学
生
採
用
試
験

十
七

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
十
五
号
に

十
六

対
象
官
職
等
政
令
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に



規
定
す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第

規
定
す
る
官
職
を
対
象
と
し
、
対
象
官
職
等
政
令
第

二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う

二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
者
に
対
し
て
行
う

採
用
試
験

海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

採
用
試
験

海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験

４

（
略
）

４

（
略
）

（
採
用
試
験
の
区
分
）

（
採
用
試
験
の
区
分
）

第
四
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
項
第
二

第
四
条

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
項
第
二

号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第

号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第

十
七
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
は
、
別
表
第
一
の
区
分
試

十
六
号
に
掲
げ
る
採
用
試
験
は
、
別
表
第
一
の
区
分
試

験
欄
に
掲
げ
る
採
用
試
験
に
区
分
す
る
。

験
欄
に
掲
げ
る
採
用
試
験
に
区
分
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
第
一

区
分
試
験
及
び
区
分
試
験
の
対
象
と
な
る
官

別
表
第
一

区
分
試
験
及
び
区
分
試
験
の
対
象
と
な
る
官

職
（
第
四
条
関
係
）

職
（
第
四
条
関
係
）

採
用
試
験
の

区
分
試
験

区
分
試
験
の
対
象
と

採
用
試
験
の

区
分
試
験

区
分
試
験
の
対
象
と



種
類
ご
と
の

な
る
官
職

種
類
ご
と
の

な
る
官
職

名
称

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

一

対
象
官
職
等
政

入
国
警
備
官

警
備
官

対
象
官
職
等
政
令

職
員
（
人
間

職
Ａ

令
第
一
条
第
二
項

採
用
試
験

警
備
官
（
社
会

第
一
条
第
二
項
第
三

科
学
）
採
用

第
三
号
に
規
定
す

人
）

号
に
規
定
す
る
官
職

試
験

る
官
職
の
う
ち
、

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

一

対
象
官
職
等
政

主
と
し
て
少
年
鑑

職
員
（
人
間

職
Ａ

令
第
一
条
第
二
項

別
所
に
お
け
る
鑑

科
学
）
採
用

第
四
号
に
規
定
す

別
及
び
刑
事
施
設

試
験

る
官
職
の
う
ち
、

に
お
け
る
男
子
の

主
と
し
て
少
年
鑑

受
刑
者
の
資
質
の

別
所
に
お
け
る
鑑

調
査
に
関
す
る
業

別
及
び
刑
事
施
設



務
に
従
事
す
る
こ

に
お
け
る
男
子
の

と
を
職
務
と
す
る

受
刑
者
の
資
質
の

官
職

調
査
に
関
す
る
業

矯
正
心
理
専
門

二

対
象
官
職
等
政

務
に
従
事
す
る
こ

職
Ｂ

令
第
一
条
第
二
項

と
を
職
務
と
す
る

第
三
号
に
規
定
す

官
職

る
官
職
の
う
ち
、

矯
正
心
理
専
門

二

対
象
官
職
等
政

主
と
し
て
少
年
鑑

職
Ｂ

令
第
一
条
第
二
項

別
所
に
お
け
る
鑑

第
四
号
に
規
定
す

別
及
び
刑
事
施
設

る
官
職
の
う
ち
、

に
お
け
る
女
子
の

主
と
し
て
少
年
鑑

受
刑
者
の
資
質
の

別
所
に
お
け
る
鑑

調
査
に
関
す
る
業

別
及
び
刑
事
施
設



務
に
従
事
す
る
こ

に
お
け
る
女
子
の

と
を
職
務
と
す
る

受
刑
者
の
資
質
の

官
職

調
査
に
関
す
る
業

法
務
教
官
Ａ

三

対
象
官
職
等
政

務
に
従
事
す
る
こ

法
務
教
官
Ａ
（

令
第
一
条
第
二
項

と
を
職
務
と
す
る

社
会
人
）

第
三
号
に
規
定
す

官
職

る
官
職
の
う
ち
、

法
務
教
官
Ａ

三

対
象
官
職
等
政

主
と
し
て
少
年
院

法
務
教
官
Ａ
（

令
第
一
条
第
二
項

に
お
け
る
男
子
の

社
会
人
）

第
四
号
に
規
定
す

在
院
者
の
矯
正
教

る
官
職
の
う
ち
、

育
そ
の
他
の
処
遇

主
と
し
て
少
年
院

、
少
年
鑑
別
所
に

に
お
け
る
男
子
の

お
け
る
在
所
者
の

在
院
者
の
矯
正
教



観
護
処
遇
並
び
に

育
そ
の
他
の
処
遇

刑
事
施
設
に
お
け

、
少
年
鑑
別
所
に

る
男
子
の
受
刑
者

お
け
る
在
所
者
の

の
改
善
指
導
及
び

観
護
処
遇
並
び
に

教
科
指
導
に
関
す

刑
事
施
設
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
男
子
の
受
刑
者

る
こ
と
を
職
務
と

の
改
善
指
導
及
び

す
る
官
職

教
科
指
導
に
関
す

法
務
教
官
Ｂ

四

対
象
官
職
等
政

る
業
務
に
従
事
す

法
務
教
官
Ｂ
（

令
第
一
条
第
二
項

る
こ
と
を
職
務
と

社
会
人
）

第
三
号
に
規
定
す

す
る
官
職

る
官
職
の
う
ち
、

法
務
教
官
Ｂ

四

対
象
官
職
等
政

主
と
し
て
少
年
院

法
務
教
官
Ｂ
（

令
第
一
条
第
二
項



に
お
け
る
女
子
の

社
会
人
）

第
四
号
に
規
定
す

在
院
者
の
矯
正
教

る
官
職
の
う
ち
、

育
そ
の
他
の
処
遇

主
と
し
て
少
年
院

、
少
年
鑑
別
所
に

に
お
け
る
女
子
の

お
け
る
在
所
者
の

在
院
者
の
矯
正
教

観
護
処
遇
並
び
に

育
そ
の
他
の
処
遇

刑
事
施
設
に
お
け

、
少
年
鑑
別
所
に

る
女
子
の
受
刑
者

お
け
る
在
所
者
の

の
改
善
指
導
及
び

観
護
処
遇
並
び
に

教
科
指
導
に
関
す

刑
事
施
設
に
お
け

る
業
務
に
従
事
す

る
女
子
の
受
刑
者

る
こ
と
を
職
務
と

の
改
善
指
導
及
び

す
る
官
職

教
科
指
導
に
関
す



保
護
観
察
官

五

対
象
官
職
等
政

る
業
務
に
従
事
す

令
第
一
条
第
二
項

る
こ
と
を
職
務
と

第
三
号
に
規
定
す

す
る
官
職

る
官
職
の
う
ち
、

保
護
観
察
官

五

対
象
官
職
等
政

主
と
し
て
保
護
観

令
第
一
条
第
二
項

察
、
調
査
、
生
活

第
四
号
に
規
定
す

環
境
の
調
整
そ
の

る
官
職
の
う
ち
、

他
犯
罪
を
し
た
者

主
と
し
て
保
護
観

及
び
非
行
の
あ
る

察
、
調
査
、
生
活

少
年
の
更
生
保
護

環
境
の
調
整
そ
の

並
び
に
犯
罪
の
予

他
犯
罪
を
し
た
者

防
に
関
す
る
業
務

及
び
非
行
の
あ
る

に
従
事
す
る
こ
と

少
年
の
更
生
保
護



を
職
務
と
す
る
官

並
び
に
犯
罪
の
予

職

防
に
関
す
る
業
務

入
国
警
備
官

警
備
官

対
象
官
職
等
政
令

に
従
事
す
る
こ
と

採
用
試
験

警
備
官
（
社
会

第
一
条
第
二
項
第
四

を
職
務
と
す
る
官

人
）

号
に
規
定
す
る
官
職

職

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
上
保
安
学

船
舶
運
航
シ
ス

一

対
象
官
職
等
政

海
上
保
安
学

船
舶
運
航
シ
ス

一

対
象
官
職
等
政

校
学
生
採
用

テ
ム
課
程

令
第
一
条
第
二
項

校
学
生
採
用

テ
ム
課
程

令
第
一
条
第
二
項

試
験

第
十
五
号
に
規
定

試
験

第
十
四
号
に
規
定

す
る
官
職
の
う
ち

す
る
官
職
の
う
ち

、
海
上
保
安
学
校

、
海
上
保
安
学
校

本
科
船
舶
運
航
シ

本
科
船
舶
運
航
シ

ス
テ
ム
課
程
学
生

ス
テ
ム
課
程
学
生



の
官
職

の
官
職

航
空
課
程

二

対
象
官
職
等
政

航
空
課
程

二

対
象
官
職
等
政

令
第
一
条
第
二
項

令
第
一
条
第
二
項

第
十
五
号
に
規
定

第
十
四
号
に
規
定

す
る
官
職
の
う
ち

す
る
官
職
の
う
ち

、
海
上
保
安
学
校

、
海
上
保
安
学
校

本
科
航
空
課
程
学

本
科
航
空
課
程
学

生
の
官
職

生
の
官
職

情
報
シ
ス
テ
ム

三

対
象
官
職
等
政

情
報
シ
ス
テ
ム

三

対
象
官
職
等
政

課
程

令
第
一
条
第
二
項

課
程

令
第
一
条
第
二
項

第
十
五
号
に
規
定

第
十
四
号
に
規
定

す
る
官
職
の
う
ち

す
る
官
職
の
う
ち

、
海
上
保
安
学
校

、
海
上
保
安
学
校



本
科
情
報
シ
ス
テ

本
科
情
報
シ
ス
テ

ム
課
程
学
生
の
官

ム
課
程
学
生
の
官

職

職

管
制
課
程

四

対
象
官
職
等
政

管
制
課
程

四

対
象
官
職
等
政

令
第
一
条
第
二
項

令
第
一
条
第
二
項

第
十
五
号
に
規
定

第
十
四
号
に
規
定

す
る
官
職
の
う
ち

す
る
官
職
の
う
ち

、
海
上
保
安
学
校

、
海
上
保
安
学
校

本
科
管
制
課
程
学

本
科
管
制
課
程
学

生
の
官
職

生
の
官
職

海
洋
科
学
課
程

五

対
象
官
職
等
政

海
洋
科
学
課
程

五

対
象
官
職
等
政

令
第
一
条
第
二
項

令
第
一
条
第
二
項

第
十
五
号
に
規
定

第
十
四
号
に
規
定



す
る
官
職
の
う
ち

す
る
官
職
の
う
ち

、
海
上
保
安
学
校

、
海
上
保
安
学
校

本
科
海
洋
科
学
課

本
科
海
洋
科
学
課

程
学
生
の
官
職

程
学
生
の
官
職

別
表
第
二

採
用
試
験
の
試
験
種
目
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
二

採
用
試
験
の
試
験
種
目
（
第
六
条
関
係
）

採
用
試
験
の

区
分
試
験

試
験
種
目

採
用
試
験
の

区
分
試
験

試
験
種
目

種
類
ご
と
の

種
類
ご
と
の

名
称

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

基
礎
能
力
試
験
、

入
国
警
備
官

全
て
の
区
分
試

基
礎
能
力
試
験
、

職
員
（
人
間

職
Ａ

専
門
試
験
（
多
肢
選

採
用
試
験

験

作
文
試
験
、
人
物
試

科
学
）
採
用

矯
正
心
理
専
門

択
式
）
、
専
門
試
験

験
、
身
体
検
査
、
身

試
験

職
Ｂ

（
記
述
式
）
、
人
物

体
測
定
及
び
体
力
検



法
務
教
官
Ａ

試
験
、
身
体
検
査
及

査

法
務
教
官
Ｂ

び
身
体
測
定

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

基
礎
能
力
試
験
、

法
務
教
官
Ａ
（

職
員
（
人
間

職
Ａ

専
門
試
験
（
多
肢
選

社
会
人
）

科
学
）
採
用

矯
正
心
理
専
門

択
式
）
、
専
門
試
験

法
務
教
官
Ｂ
（

試
験

職
Ｂ

（
記
述
式
）
、
人
物

社
会
人
）

法
務
教
官
Ａ

試
験
、
身
体
検
査
及

保
護
観
察
官

基
礎
能
力
試
験
、

法
務
教
官
Ｂ

び
身
体
測
定

専
門
試
験
（
多
肢
選

法
務
教
官
Ａ
（

択
式
）
、
専
門
試
験

社
会
人
）

（
記
述
式
）
及
び
人

法
務
教
官
Ｂ
（

物
試
験

社
会
人
）

入
国
警
備
官

全
て
の
区
分
試

基
礎
能
力
試
験
、

保
護
観
察
官

基
礎
能
力
試
験
、

採
用
試
験

験

作
文
試
験
、
人
物
試

専
門
試
験
（
多
肢
選



験
、
身
体
検
査
、
身

択
式
）
、
専
門
試
験

体
測
定
及
び
体
力
検

（
記
述
式
）
及
び
人

査

物
試
験

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

気
象
大
学
校

基
礎
能
力
試
験
、

気
象
大
学
校

基
礎
能
力
試
験
、

学
生
採
用
試

学
科
試
験
（
多
肢
選

学
生
採
用
試

学
科
試
験
（
多
肢
選

験

択
式
）
、
学
科
試
験

験

択
式
）
、
学
科
試
験

（
記
述
式
）
、
作
文

（
記
述
式
）
、
作
文

試
験
、
人
物
試
験
及

試
験
、
人
物
試
験
及

び
身
体
検
査

び
身
体
検
査

海
上
保
安
官

基
礎
能
力
試
験
、

採
用
試
験

課
題
論
文
試
験
、
人

物
試
験
、
身
体
検
査



、
身
体
測
定
及
び
体

力
検
査

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

採
用
試
験
の
受
験
資
格
（
第
八
条
関
係
）

別
表
第
三

採
用
試
験
の
受
験
資
格
（
第
八
条
関
係
）

採
用
試
験
の

区
分
試
験

受
験
資
格

採
用
試
験
の

区
分
試
験

受
験
資
格

種
類
ご
と
の

種
類
ご
と
の

名
称

名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

一

次
に
掲
げ
る
者

入
国
警
備
官

警
備
官

一

次
に
掲
げ
る
者

職
員
（
人
間

職
Ａ

イ

試
験
年
度
の

採
用
試
験

イ

試
験
年
度
の

科
学
）
採
用

四
月
一
日
に
お

四
月
一
日
に
お

試
験

け
る
年
齢
が
二

い
て
高
等
学
校

十
一
歳
以
上
三

又
は
中
等
教
育



十
歳
未
満
の
男

学
校
を
卒
業
し

子

た
日
の
翌
日
か

ロ

試
験
年
度
の

ら
起
算
し
て
五

四
月
一
日
に
お

年
を
経
過
し
て

け
る
年
齢
が
二

い
な
い
者
及
び

十
一
歳
未
満
の

試
験
年
度
の
三

男
子
で
次
に
掲

月
ま
で
に
高
等

げ
る
も
の

学
校
又
は
中
等

⑴

大
学
を
卒

教
育
学
校
を
卒

業
し
た
者
及

業
す
る
見
込
み

び
試
験
年
度

の
者

の
三
月
ま
で

ロ

人
事
院
が
イ

に
大
学
を
卒

に
掲
げ
る
者
に



業
す
る
見
込

準
ず
る
と
認
め

み
の
者

る
者

⑵

人
事
院
が

警
備
官
（
社
会

二

試
験
年
度
の
四

⑴
に
掲
げ
る

人
）

月
一
日
に
お
け
る

者
と
同
等
の

年
齢
が
四
十
歳
未

資
格
が
あ
る

満
の
者
（
前
号
イ

と
認
め
る
者

に
規
定
す
る
期
間

矯
正
心
理
専
門

二

次
に
掲
げ
る
者

が
経
過
し
た
者
及

職
Ｂ

イ

試
験
年
度
の

び
人
事
院
が
当
該

四
月
一
日
に
お

者
に
準
ず
る
と
認

け
る
年
齢
が
二

め
る
者
に
限
る
。

十
一
歳
以
上
三

）

十
歳
未
満
の
女

法
務
省
専
門

矯
正
心
理
専
門

一

次
に
掲
げ
る
者



子

職
員
（
人
間

職
Ａ

イ

試
験
年
度
の

ロ

試
験
年
度
の

科
学
）
採
用

四
月
一
日
に
お

四
月
一
日
に
お

試
験

け
る
年
齢
が
二

け
る
年
齢
が
二

十
一
歳
以
上
三

十
一
歳
未
満
の

十
歳
未
満
の
男

女
子
で
次
に
掲

子

げ
る
も
の

ロ

試
験
年
度
の

⑴

大
学
を
卒

四
月
一
日
に
お

業
し
た
者
及

け
る
年
齢
が
二

び
試
験
年
度

十
一
歳
未
満
の

の
三
月
ま
で

男
子
で
次
に
掲

に
大
学
を
卒

げ
る
も
の

業
す
る
見
込

⑴

大
学
を
卒



み
の
者

業
し
た
者
及

⑵

人
事
院
が

び
試
験
年
度

⑴
に
掲
げ
る

の
三
月
ま
で

者
と
同
等
の

に
大
学
を
卒

資
格
が
あ
る

業
す
る
見
込

と
認
め
る
者

み
の
者

法
務
教
官
Ａ

三

次
に
掲
げ
る
者

⑵

人
事
院
が

イ

試
験
年
度
の

⑴
に
掲
げ
る

四
月
一
日
に
お

者
と
同
等
の

け
る
年
齢
が
二

資
格
が
あ
る

十
一
歳
以
上
三

と
認
め
る
者

十
歳
未
満
の
男

矯
正
心
理
専
門

二

次
に
掲
げ
る
者

子

職
Ｂ

イ

試
験
年
度
の



ロ

試
験
年
度
の

四
月
一
日
に
お

四
月
一
日
に
お

け
る
年
齢
が
二

け
る
年
齢
が
二

十
一
歳
以
上
三

十
一
歳
未
満
の

十
歳
未
満
の
女

男
子
で
次
に
掲

子

げ
る
も
の

ロ

試
験
年
度
の

⑴

大
学
を
卒

四
月
一
日
に
お

業
し
た
者
及

け
る
年
齢
が
二

び
試
験
年
度

十
一
歳
未
満
の

の
三
月
ま
で

女
子
で
次
に
掲

に
大
学
を
卒

げ
る
も
の

業
す
る
見
込

⑴

大
学
を
卒

み
の
者
並
び

業
し
た
者
及



に
人
事
院
が

び
試
験
年
度

こ
れ
ら
の
者

の
三
月
ま
で

と
同
等
の
資

に
大
学
を
卒

格
が
あ
る
と

業
す
る
見
込

認
め
る
者

み
の
者

⑵

短
期
大
学
又

⑵

人
事
院
が

は
高
等
専
門
学

⑴
に
掲
げ
る

校
を
卒
業
し
た

者
と
同
等
の

者
及
び
試
験
年

資
格
が
あ
る

度
の
三
月
ま
で

と
認
め
る
者

に
短
期
大
学
又

法
務
教
官
Ａ

三

次
に
掲
げ
る
者

は
高
等
専
門
学

イ

試
験
年
度
の

校
を
卒
業
す
る

四
月
一
日
に
お



見
込
み
の
者
並

け
る
年
齢
が
二

び
に
人
事
院
が

十
一
歳
以
上
三

こ
れ
ら
の
者
と

十
歳
未
満
の
男

同
等
の
資
格
が

子

あ
る
と
認
め
る

ロ

試
験
年
度
の

者

四
月
一
日
に
お

法
務
教
官
Ｂ

四

次
に
掲
げ
る
者

け
る
年
齢
が
二

イ

試
験
年
度
の

十
一
歳
未
満
の

四
月
一
日
に
お

男
子
で
次
に
掲

け
る
年
齢
が
二

げ
る
も
の

十
一
歳
以
上
三

⑴

大
学
を
卒

十
歳
未
満
の
女

業
し
た
者
及

子

び
試
験
年
度



ロ

試
験
年
度
の

の
三
月
ま
で

四
月
一
日
に
お

に
大
学
を
卒

け
る
年
齢
が
二

業
す
る
見
込

十
一
歳
未
満
の

み
の
者
並
び

女
子
で
次
に
掲

に
人
事
院
が

げ
る
も
の

こ
れ
ら
の
者

⑴

大
学
を
卒

と
同
等
の
資

業
し
た
者
及

格
が
あ
る
と

び
試
験
年
度

認
め
る
者

の
三
月
ま
で

⑵

短
期
大
学
又

に
大
学
を
卒

は
高
等
専
門
学

業
す
る
見
込

校
を
卒
業
し
た

み
の
者
並
び

者
及
び
試
験
年



に
人
事
院
が

度
の
三
月
ま
で

こ
れ
ら
の
者

に
短
期
大
学
又

と
同
等
の
資

は
高
等
専
門
学

格
が
あ
る
と

校
を
卒
業
す
る

認
め
る
者

見
込
み
の
者
並

⑵

短
期
大
学
又

び
に
人
事
院
が

は
高
等
専
門
学

こ
れ
ら
の
者
と

校
を
卒
業
し
た

同
等
の
資
格
が

者
及
び
試
験
年

あ
る
と
認
め
る

度
の
三
月
ま
で

者

に
短
期
大
学
又

法
務
教
官
Ｂ

四

次
に
掲
げ
る
者

は
高
等
専
門
学

イ

試
験
年
度
の

校
を
卒
業
す
る

四
月
一
日
に
お



見
込
み
の
者
並

け
る
年
齢
が
二

び
に
人
事
院
が

十
一
歳
以
上
三

こ
れ
ら
の
者
と

十
歳
未
満
の
女

同
等
の
資
格
が

子

あ
る
と
認
め
る

ロ

試
験
年
度
の

者

四
月
一
日
に
お

法
務
教
官
Ａ
（

五

試
験
年
度
の
四

け
る
年
齢
が
二

社
会
人
）

月
一
日
に
お
け
る

十
一
歳
未
満
の

年
齢
が
四
十
歳
未

女
子
で
次
に
掲

満
の
男
子
（
第
三

げ
る
も
の

号
イ
に
規
定
す
る

⑴

大
学
を
卒

受
験
資
格
を
有
し

業
し
た
者
及

な
く
な
っ
た
者
に

び
試
験
年
度



限
る
。
）

の
三
月
ま
で

法
務
教
官
Ｂ
（

六

試
験
年
度
の
四

に
大
学
を
卒

社
会
人
）

月
一
日
に
お
け
る

業
す
る
見
込

年
齢
が
四
十
歳
未

み
の
者
並
び

満
の
女
子
（
第
四

に
人
事
院
が

号
イ
に
規
定
す
る

こ
れ
ら
の
者

受
験
資
格
を
有
し

と
同
等
の
資

な
く
な
っ
た
者
に

格
が
あ
る
と

限
る
。
）

認
め
る
者

保
護
観
察
官

七

次
に
掲
げ
る
者

⑵

短
期
大
学
又

イ

試
験
年
度
の

は
高
等
専
門
学

四
月
一
日
に
お

校
を
卒
業
し
た

け
る
年
齢
が
二

者
及
び
試
験
年



十
一
歳
以
上
三

度
の
三
月
ま
で

十
歳
未
満
の
者

に
短
期
大
学
又

ロ

試
験
年
度
の

は
高
等
専
門
学

四
月
一
日
に
お

校
を
卒
業
す
る

け
る
年
齢
が
二

見
込
み
の
者
並

十
一
歳
未
満
の

び
に
人
事
院
が

者
で
次
に
掲
げ

こ
れ
ら
の
者
と

る
も
の

同
等
の
資
格
が

⑴

大
学
を
卒

あ
る
と
認
め
る

業
し
た
者
及

者

び
試
験
年
度

法
務
教
官
Ａ
（

五

試
験
年
度
の
四

の
三
月
ま
で

社
会
人
）

月
一
日
に
お
け
る

に
大
学
を
卒

年
齢
が
四
十
歳
未



業
す
る
見
込

満
の
男
子
（
第
三

み
の
者
並
び

号
イ
に
規
定
す
る

に
人
事
院
が

受
験
資
格
を
有
し

こ
れ
ら
の
者

な
く
な
っ
た
者
に

と
同
等
の
資

限
る
。
）

格
が
あ
る
と

法
務
教
官
Ｂ
（

六

試
験
年
度
の
四

認
め
る
者

社
会
人
）

月
一
日
に
お
け
る

⑵

短
期
大
学

年
齢
が
四
十
歳
未

又
は
高
等
専

満
の
女
子
（
第
四

門
学
校
を
卒

号
イ
に
規
定
す
る

業
し
た
者
及

受
験
資
格
を
有
し

び
試
験
年
度

な
く
な
っ
た
者
に

の
三
月
ま
で

限
る
。
）



に
短
期
大
学

保
護
観
察
官

七

次
に
掲
げ
る
者

又
は
高
等
専

イ

試
験
年
度
の

門
学
校
を
卒

四
月
一
日
に
お

業
す
る
見
込

け
る
年
齢
が
二

み
の
者
並
び

十
一
歳
以
上
三

に
人
事
院
が

十
歳
未
満
の
者

こ
れ
ら
の
者

ロ

試
験
年
度
の

と
同
等
の
資

四
月
一
日
に
お

格
が
あ
る
と

け
る
年
齢
が
二

認
め
る
者

十
一
歳
未
満
の

入
国
警
備
官

警
備
官

一

次
に
掲
げ
る
者

者
で
次
に
掲
げ

採
用
試
験

イ

試
験
年
度
の

る
も
の

四
月
一
日
に
お

⑴

大
学
を
卒



い
て
高
等
学
校

業
し
た
者
及

又
は
中
等
教
育

び
試
験
年
度

学
校
を
卒
業
し

の
三
月
ま
で

た
日
の
翌
日
か

に
大
学
を
卒

ら
起
算
し
て
五

業
す
る
見
込

年
を
経
過
し
て

み
の
者
並
び

い
な
い
者
及
び

に
人
事
院
が

試
験
年
度
の
三

こ
れ
ら
の
者

月
ま
で
に
高
等

と
同
等
の
資

学
校
又
は
中
等

格
が
あ
る
と

教
育
学
校
を
卒

認
め
る
者

業
す
る
見
込
み

⑵

短
期
大
学

の
者

又
は
高
等
専



ロ

人
事
院
が
イ

門
学
校
を
卒

に
掲
げ
る
者
に

業
し
た
者
及

準
ず
る
と
認
め

び
試
験
年
度

る
者

の
三
月
ま
で

警
備
官
（
社
会

二

試
験
年
度
の
四

に
短
期
大
学

人
）

月
一
日
に
お
け
る

又
は
高
等
専

年
齢
が
四
十
歳
未

門
学
校
を
卒

満
の
者
（
前
号
イ

業
す
る
見
込

に
規
定
す
る
期
間

み
の
者
並
び

が
経
過
し
た
者
及

に
人
事
院
が

び
人
事
院
が
当
該

こ
れ
ら
の
者

者
に
準
ず
る
と
認

と
同
等
の
資

め
る
者
に
限
る
。

格
が
あ
る
と



）

認
め
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

気
象
大
学
校

次
に
掲
げ
る
者

気
象
大
学
校

次
に
掲
げ
る
者

学
生
採
用
試

イ

試
験
年
度
の

学
生
採
用
試

イ

試
験
年
度
の

験

四
月
一
日
に
お

験

四
月
一
日
に
お

い
て
高
等
学
校

い
て
高
等
学
校

又
は
中
等
教
育

又
は
中
等
教
育

学
校
を
卒
業
し

学
校
を
卒
業
し

た
日
の
翌
日
か

た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
二

ら
起
算
し
て
二

年
を
経
過
し
て

年
を
経
過
し
て

い
な
い
者
及
び

い
な
い
者
及
び

試
験
年
度
の
三

試
験
年
度
の
三



月
ま
で
に
高
等

月
ま
で
に
高
等

学
校
又
は
中
等

学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
を
卒

教
育
学
校
を
卒

業
す
る
見
込
み

業
す
る
見
込
み

の
者

の
者

ロ

人
事
院
が
イ

ロ

人
事
院
が
イ

に
掲
げ
る
者
と

に
掲
げ
る
者
と

同
等
の
資
格
が

同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る

あ
る
と
認
め
る

者

者

海
上
保
安
官

試
験
年
度
の
四
月

採
用
試
験

一
日
に
お
け
る
年
齢

が
三
十
歳
未
満
の
者



で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

大
学
を
卒
業

し
た
者
及
び
試

験
年
度
の
三
月

ま
で
に
大
学
を

卒
業
す
る
見
込

み
の
者

ロ

人
事
院
が
イ

に
掲
げ
る
者
と

同
等
の
資
格
が

あ
る
と
認
め
る

者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



海
上
保
安
学

全
て
の
区
分
試

次
に
掲
げ
る
者

海
上
保
安
学

全
て
の
区
分
試

次
に
掲
げ
る
者

校
学
生
採
用

験

イ

試
験
年
度
の

校
学
生
採
用

験

イ

試
験
年
度
の

試
験

四
月
一
日
に
お

試
験

四
月
一
日
に
お

い
て
高
等
学
校

い
て
高
等
学
校

又
は
中
等
教
育

又
は
中
等
教
育

学
校
を
卒
業
し

学
校
を
卒
業
し

た
日
の
翌
日
か

た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
十

ら
起
算
し
て
五

二
年
（
採
用
試

年
（
採
用
試
験

験
が
同
一
年
度

が
同
一
年
度
に

に
二
回
行
わ
れ

二
回
行
わ
れ
る

る
場
合
に
お
け

場
合
に
お
け
る

る
初
回
の
採
用

初
回
の
採
用
試



試
験
に
つ
い
て

験
に
つ
い
て
は

は
、
十
三
年
）

、
六
年
）
を
経

を
経
過
し
て
い

過
し
て
い
な
い

な
い
者
及
び
試

者
及
び
試
験
年

験
年
度
の
三
月

度
の
三
月
（
採

（
採
用
試
験
が

用
試
験
が
同
一

同
一
年
度
に
二

年
度
に
二
回
行

回
行
わ
れ
る
場

わ
れ
る
場
合
に

合
に
お
け
る
初

お
け
る
初
回
の

回
の
採
用
試
験

採
用
試
験
に
つ

に
つ
い
て
は
、

い
て
は
、
九
月

九
月
）
ま
で
に

）
ま
で
に
高
等

高
等
学
校
又
は

学
校
又
は
中
等



中
等
教
育
学
校

教
育
学
校
を
卒

を
卒
業
す
る
見

業
す
る
見
込
み

込
み
の
者

の
者

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


